
第９８号議案 

   区域外路線の認定の承諾について 

 上記の議案を提出する。 

  平成２２年１２月２日 

            提出者 足立区長  近 藤 弥 生 

 

   区域外路線の認定の承諾について 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第３項の規定に基づき、

葛飾区特別区道路線として次のように認定することを承諾する。 

             記 

１ 足立区西綾瀬一丁目・葛飾区小菅一丁目地内    裏面のとおり 

 

 （提案理由） 

 足立区と葛飾区の行政境界に位置する道路の重複認定に伴い、葛飾区

から協議のあった区域外道路路線の認定を承諾する必要があるので、こ

の案を提出いたします。 
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幅 員 4 . 0 0 4 . 5 8 m

延 長 2 1 8 . 2 7 m

面 積 9 0 3 . 3 0 m




